
医療法人生登会 寺元記念病院 院内感染対策指針 
 

 

１ 総則 

 

1-1．基本理念 

われわれ医療従事者には、患者の安全を確保するための不断の努力が求められている。医療関

連感染の発生を未然に防止することと、ひとたび発生した感染症が拡大しないように可及的速や

かに制圧、終息を図ることは医療機関の義務である。医療法人生登会 寺元記念病院病院（以下

「当院」とする）においては、本指針により院内感染対策を行う。 

 

1-2．用語の定義 

1）院内感染 

病院環境下で感染した全ての感染症を院内感染と言い、病院内という環境で感染した感染症は、

病院外で発症しても院内感染という。逆に、病院内で発症しても、病院外(市井)で感染した感染症

は、院内感染ではなく、市井感染という。 

 

2）院内感染の対象者 

院内感染の対象者は、入院患者、外来患者の別を問わず、見舞人、訪問者、医師、看護師、医療

従事者、その他職員、さらには院外関連企業の職員等を含む。 

 

1-3．本指針について 

1）策定と変更 

本指針(院内指針、手順書と言うべきもの：以下同様)は院内感染対策委員会infection control 

committee（ICC ： 2-2）参照）の議を経て策定したものである。また、院内感染対策委員会の議を

経て適宜変更するものであり、変更に際しては最新の科学的根拠に基づかなければならない。 

 

2）職員への周知と遵守率向上 

本指針に記載された各対策は、全職員の協力の下に、遵守率を高めなければならない。 

① 院内感染対策委員会infection control committeeは、現場職員が自主的に各対策を実

践するよう自覚を持ってケアに当たるよう誘導する。 

② IＣＣは、現場職員を教育啓発し、自ら進んで実践して行くよう動機付けをする。 

③ 各種教育研修を通して、全職員の感染対策に関する知識を高め、重要性を自覚するよう

導く。 

3）本指針の閲覧 

職員は患者との情報の共有に努め、患者およびその家族等から本指針の閲覧の求めがあった場

合には、これに応じるものとする。対応は事務局を通じて行うこととする。 


